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７月３１日（水）は  
固定資産税２期分、国民健康保険税  
１期分の納期限です。  
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国

民

健

康
保

険
証

が

郵

送
さ

れ
ま

す 
 

《
健
康
保
険
課
》 

 

現
在
お
使
い
の
国
民
健
康
保
険
証
は
、
令
和
元
年
七
月
三
十
一
日
（
水
）
が
有
効
期
限

と
な
っ
て
お
り
、
八
月
一
日
（
木
）
か
ら
は
新
し
い
国
民
健
康
保
険
証
と
な
り
ま
す
。
新
し
い
保

険
証
は
、
七
月
下
旬
に
簡
易
書
留
で
住
所
地
に
郵
送
さ
れ
ま
す
の
で
、
到
着
後
は
新
し
い
保

険
証
に
よ
り
医
療
機
関
な
ど
で
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

な
お
、
旧
保
険
証
は
ご
自
身
で
破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

※
保
険
税
の
滞
納
が
あ
る
方
に
は
郵
送
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
七
月
二
十
二
日
（
月
）
以
降
に
現
在

使
用
し
て
い
る
保
険
証
を
持
参
し
て
、
健
康
保
険
課
⑤
番
窓
口
へ
お
い
で
く
だ
さ
い
。 

 

※
住
民
票
に
記
載
の
住
所
地
を
、
長
期
入
院
や
出
稼
ぎ
な
ど
で
留
守
に
す
る
場
合
は
、
郵
便
局
に

て
「
転
送
届
」
の
手
続
き
を
さ
れ
る
よ
う
お
勧
め
い
た
し
ま
す
。
役
場
で
直
接
受
け
取
り
た
い

方
は
、
七
月
三
日
（
水
）
ま
で
に
電
話
な
ど
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

 

※
郵
送
で
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
方
は
、
八
月
一
日
（
木
）
午
前
十
時
以
降
に
現
在
お

使
い
の
保
険
証
と
印
鑑
（
代
理
人
の
場
合
は
受
け
取
り
に
来
る
方
の
印
鑑
）
を
持
参
し
て
健
康

保
険
課
⑤
番
窓
口
へ
お
い
で
く
だ
さ
い
。 

 

※
平
成
三
十
年
度
か
ら
保
険
証
と
高
齢
受
給
者
証
が
一
体
化
し
た
た
め
、
七
十
歳
以
上
の
方
に
は

「
保
険
証
兼
高
齢
受
給
者
証
」
を
郵
送
し
ま
す
。
ま
た
、
新
た
に
七
十
歳
に
な
る
方
に
は
、
誕

生
月
の
末
日
ま
で
を
有
効
期
限
と
し
た
「
保
険
証
」
を
郵
送
し
ま
す
。
そ
の
後
、
誕
生
月
に
「
保

険
証
兼
高
齢
受
給
者
証
」
交
付
に
つ
い
て
の
通
知
を
お
届
け
し
ま
す
。 

 

●
問
い
合
わ
せ
先 

健
康
保
険
課 

国
保
介
護
班
（
内
線
１
４
４
） 

 



鶴
田
町
職
員
を
募

集
し
ま
す 

 

《
総
務
課
》 

町
で
は
、
令
和
元
年
度
職
員
採
用

試
験
（
中
級
）
を
次
の
と
お
り
行
い

ま
す
。 

●
職
種 

保
健
師 

●
採
用
予
定
数 

一
名
程
度 

●
採
用
予
定
日 

 

令
和
二
年
四
月
一
日 

●
受
験
資
格 

 

保
健
師
資
格
を
有
す
る
（
令
和
二

年
三
月
保
健
師
資
格
取
得
見
込

者
を
含
む
）
、
平
成
二
年
四
月
二

日
以
降
の
出
生
者 

●
試
験
日 

 

一
次
試
験
は
九
月
二
十
二
日

（
日
）
。
二
次
試
験
は
十
一
月
中 

 
 

を
予
定 

●
試
験
場
所 

 

青
森
市
内
を
予
定
（
後
日
通
知
） 

●
申
込
受
付
期
間 

 

七
月
八
日
（
月
）
～
二
十
六
日
（
金
） 

 

午
前
八
時
十
五
分
～
午
後
五
時 

 

（
土
日
・
祝
日
を
除
く
） 

※
郵
送
の
場
合
は
七
月
二
十
六
日

（
金
）
必
着 

●
受
験
申
込
書
等 

 

受
験
申
込
書
等
は
総
務
課
人
事

行
政
班
で
配
布
す
る
ほ
か
、
町
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。 

（

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
to
w
n
.
t
s
u
ru
t
a

.
l
g
.
j
p
/

） 

●
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先 

総
務
課 

人
事
行
政
班 

(

内
線
２
７
２) 

 

鶴
田
町
身
体
お
よ

び
知
的
障
害
者
相

談
員
に
つ
い
て 

 

《
町
民
生
活
課
》 

今
年
も
福
祉
関
係
な
ど
に
関
す

る
相
談
に
応
じ
ま
す
の
で
、
お
知
ら

せ
し
ま
す
。 

●
身
体
障
害
者
相
談
員 

小
坂 
清
弘
（
沖
） 

☎
２
８
―
２
０
９
８ 

山
田 

豊
実
（
山
道
） 

☎
０
９
０
―
１
４
９
２
―
１
０
４
３ 

●
知
的
障
害
者
相
談
員 

 

月
永 

進
（
鶴
泊
） 

☎
２
２
―
２
２
１
８ 

●
問
い
合
わ
せ
先 

町
民
生
活
課 

福
祉
支
援
班 

(

内
線
１
６
４) 

 

給
与
所
得
者
の
個
人 

住
民
税
は
全
て
「
特
別

徴
収
」
と
な
り
ま
す 

 

《
税
務
会
計
課
》 

給
与
所
得
者
（
従
業
員
）
の
個
人

住
民
税
に
つ
い
て
は
、
地
方
税
法
の

規
定
に
よ
り
、
給
与
支
払
者
（
事
業

主
）
が
給
与
か
ら
特
別
徴
収
（
天
引

き
）
に
よ
り
納
入
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
ま
す
。 

こ
の
た
め
、
西
北
地
域
二
市
五
町

と
西
北
地
域
県
民
局
県
税
部
で
は
、

原
則
と
し
て
全
て
の
事
業
主
の
方

に
特
別
徴
収
を
行
っ
て
い
た
だ
い

て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
と
は
、 

所
得
税
の
源
泉
徴
収
と
同
様
に
、
事

業
主
が
従
業
員
に
代
わ
り
、
毎
月
支

払
う
給
与
か
ら
個
人
住
民
税
を
天

引
き
し
、
納
入
し
て
い
た
だ
く
制
度

で
す
。 

従
業
員
の
方
に
は
、
納
め
忘
れ
が

な
く
、
納
期
が
年
十
二
回
の
た
め
普

通
徴
収
の
年
四
回
に
比
べ
て
一
回

当
た
り
の
納
付
額
が
少
な
く
な
る

と
い
っ
た
納
税
の
便
宜
を
図
る
目

的
が
あ
り
ま
す
。 

な
お
、
個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収

は
、
町
が
従
業
員
ご
と
の
税
額
を
お

知
ら
せ
し
ま
す
の
で
、
所
得
税
の
源

泉
徴
収
の
よ
う
な
税
額
計
算
や
年

末
調
整
の
手
間
は
か
か
り
ま
せ
ん
。 

●
問
い
合
わ
せ
先 

税
務
会
計
課 

税
務
相
談
班 

（
内
線
１
２
１
） 

     
若
年
性
認
知
症
個
別

相
談
会
の
ご
案
内 
 

《
青
森
県
若
年
性
認
知
症 

総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
》 

 

六
十
五
歳
未
満
で
発
症
す
る
若

年
性
認
知
症
。
「
も
し
か
し
た
ら
若

年
性
認
知
症
か
も
」、「
診
断
さ
れ
た

け
ど
、
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
」
と
、

ひ
と
り
で
悩
ん
で
い
ま
せ
ん
か
？

病
気
に
つ
い
て
知
り
た
い
方
、
心
配

事
が
あ
る
方
な
ど
お
気
軽
に
ご
参

加
く
だ
さ
い
。 

●
日
時 

七
月
十
四
日
（
日
） 

午
前
十
時
～
十
二
時 

※
ミ
ニ
講
話
「
若
年
性
認
知
症
に
つ

い
て
」
も
行
い
ま
す
。 

●
会
場 

 

五
所
川
原
市
中
央
公
民
館 

二
階 

●
対
象 

 

個
別
相
談
を
希
望
さ
れ
る
方 

●
参
加
費 

無
料 

●
申
込
方
法 

 

左
記
ま
で
電
話
で
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。
個
別
相
談
は
当
日
も

受
け
付
け
ま
す
が
、
事
前
に
予
約

さ
れ
て
い
る
方
が
優
先
と
な
り

ま
す
。 

●
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先 

青
森
県
若
年
性
認
知
症
総
合
支

援
セ
ン
タ
ー 

☎
０
１
７
８
―
３
８
―
１
３
６
０ 

 

２
０
２
０
年
版

青
森
県
民
手
帳

の
販
売
に
つ
い
て 

 

《
青
森
県
統
計
協
会
》 

 

青
森
県
統
計
協
会
で
は
、
「
青
森

県
民
手
帳
」
を
次
の
と
お
り
販
売
い

た
し
ま
す
。
購
入
を
希
望
す
る
方
は
、

役
場
企
画
観
光
課
ま
ち
づ
く
り
班

ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

●
価
格 

・
通
常
版
（
黒
、
青
、
赤
、
緑
、
桃
） 

 

一
冊 

六
百
円
（
税
込
） 

・
限
定
版
（
津
軽
こ
ぎ
ん
刺
し
模
様
、 

南
部
菱
刺
し
模
様
） 

 

一
冊 

八
百
円
（
税
込
） 

●
規
格 

・
サ
イ
ズ
…
一
五
〇
㎜×

八
五
㎜ 

・
ペ
ー
ジ
…
本
体 

一
七
六
ペ
ー
ジ 

 
 

 
 

 

別
冊   

八
〇
ペ
ー
ジ 

●
申
込
締
切
日 

八
月
二
日
（
金
） 

※
現
金
を
添
え
て
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。 

●
そ
の
他 

 

お
渡
し
は
十
月
三
十
一
日
（
木
）

頃
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。 

●
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先 

企
画
観
光
課 

ま
ち
づ
く
り
班 

(

内
線
２
６
３) 

   



農
道
補
修
の
申
請

を
受
け
付
け
ま
す  

《
建
設
整
備
課
》 

 

町
で
は
、
今
年
も
農
道
補
修
（
敷

砂
利
）
事
業
を
行
い
ま
す
。
実
施
時

期
は
七
月
後
半
か
ら
八
月
末
ご
ろ

ま
で
の
予
定
で
実
施
方
法
は
現
物

(

砂
利
な
ど)

支
給
と
し
、
各
申
請
団

体
の
実
施
数
量
に
応
じ
た
負
担
額

に
つ
い
て
、
町
が
一
部
助
成
い
た
し

ま
す
。 

 

ま
た
、
路
面
を
削
っ
て
均
す
「
グ

レ
ー
ダ
ー
委
託
事
業
」
も
併
せ
て
申

請
を
受
け
付
け
ま
す
。 

 

た
だ
し
、
多
面
的
機
能
支
払
交
付

金
で
農
地
維
持
支
払
を
受
け
る
団

体
は
本
事
業
に
申
し
込
む
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。 

 

な
お
、
過
去
三
年
間
に
補
修
事
業

を
実
施
し
た
団
体
に
は
、
申
請
書
類

一
式
を
送
付
し
ま
す
が
、
新
た
に
希

望
す
る
団
体
は
、
建
設
整
備
課
土
木

班
へ
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。 

●
受
付
期
限 

七
月
十
九
日
（
金
） 

●
申
込
先 

 

建
設
整
備
課 

土
木
班 

 
(

内
線
２
８
６) 

     

鶴
田
町
子
育
て
支
援
セ

ン
タ
ー
の
お
知
ら
せ 

 

《
鶴
田
町
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
》 

鶴
田
町
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

で
は
、
左
記
の
と
お
り
保
育
体
験
、

子
育
て
相
談
な
ど
を
実
施
し
ま
す

の
で
、
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

保
育
体
験 

●
妊
婦
・
乳
児
（
０
歳
児
）
親
子
保
育

体
験
（
離
乳
食
体
験
含
む
） 

▽
日
時 

七
月
十
六
日
（
火
）
、
八
月
二
十
日

（
火
）、
九
月
十
七
日
（
火
） 

午
前
九
時
三
十
分
～
十
一
時 

●
幼
児
（
一
～
五
歳
児
）
親
子
保
育
体

験
（
給
食
体
験
あ
り
） 

▽
日
時 

休
日
を
除
く
毎
日 

 

午
前
九
時
三
十
分
～
十
一
時
三
十
分 

※
い
ず
れ
も
必
ず
予
約
を
し
て
く
だ

さ
い
。
給
食
希
望
の
方
は
、
十
日
前

ま
で
に
予
約
を
し
て
く
だ
さ
い
。 

※
キ
ャ
ン
セ
ル
す
る
場
合
は
、
前
日
ま

で
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

子
育
て
相
談
日 

▽
日
時 

 

七
月
二
十
七
日
（
土
）
、
八
月
二
十

四
日
（
土
）、
九
月
二
十
八
日
（
土
） 

午
前
十
時
～
十
二
時
、
午
後
一
時
～
三
時 

※
予
約
制
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

親
子
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
タ
イ
ム 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▽
日
時
・
場
所 

 

七
月
三
日
（
水
）、
八
月
七
日
（
水
）、

九
月
四
日
（
水
） 

 

午
前
十
時
～
十
一
時
三
十
分 

鶴
遊
館
（
栄
養
指
導
室
） 

▽
内
容 

 

七
月
…
七
夕
の
飾
り
を
作
ろ
う 

 

八
月
…
水
遊
び
を
楽
し
も
う 

（
場
所 

つ
る
た
乳
幼
児
園
） 

九
月
…
折
り
紙
で
「
ア
ン
パ
ン
マ
ン
・
ド
キ 

ン
ち
ゃ
ん
」
を
作
っ
て
み
よ
う 

※
０
歳
児
～
入
学
前
の
子
ま
で
、
ど
な

た
で
も
親
子
で
参
加
で
き
ま
す
。 

※
予
約
制
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

ふ
れ
あ
い
体
験
（
小
中
高
生
・
大
人
） 

▽
日
時 

 

毎
週
土
曜
日 

午
前
九
時
～
午
前
中 

右
記
以
外
で
も
相
談
に
応
じ
ま
す
。 

▽
場
所 

つ
る
た
乳
幼
児
園 

▽
募
集
人
員 

一
日
五
名
（
予
約
制
） 

▽
内
容 

 

子
ど
も
た
ち
と
遊
ん
だ
り
、
生
活
援

助
（
お
む
つ
交
換
、
授
乳
、
食
事
の

世
話
な
ど
）
を
体
験
す
る
。 

※
子
ど
も
た
ち
と
一
緒
に
昼
食
を
と

り
た
い
方
は
、
お
弁
当
を
ご
持
参
く

だ
さ
い
。 

※
遊
べ
る
服
装
で
お
い
で
く
だ
さ
い
。 

●
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先 

鶴
田
町
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー 

（
つ
る
た
乳
幼
児
園
内
） 

 

☎
２
２
―
３
７
６
５ 

 
 

 
 

  

～協会けんぽ加入者（被扶養者）の方へ 特定健診のお知らせ～ 
 国保以外の協会けんぽ加入者（被扶養者）も、年に１回は特定健診を受けて、自分自身の健康状態 

のチェックと病気の早期発見に努めましょう。 
 
◇受診対象年齢…４０歳（令和 2年３月３１日までに４０歳になる方） 

～７４歳（７５歳の誕生日前日までの方） 

◇健診会場・健診日…健診会場は鶴遊館です。 

◇健診会場・健診日…健診日は鶴田町健康カレンダーをご参照ください。 

◇申込方法…事前に予約が必要です。直接、お電話で青森県総合健診センターへお申し込みください。

（☎０１７－７４１－２３３６） 

◇個人負担…無料 

◇特定健診当日お持ちいただくもの…・健康保険証 ・特定健診受診券（４月中に自宅へ郵送） 

◇検査項目…・身体測定（身長、体重、BMI、腹囲測定） ・理学的検査（内診） 

◇検査項目…・血圧測定  ・尿検査（尿糖、蛋白） 

◇検査項目…・血液検査  血中脂質検査（中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール） 

◇検査項目…・血液検査  血糖検査（空腹時血糖またはヘモグロビン A1c） 

◇検査項目…・血液検査  肝機能検査（GOT、GPT、γ-GTP） 
 
なお、健診日には胃がん・大腸がん・肺がんの各種がん検診もあわせて受診できます。がん検診の詳

細については、鶴田町役場 健康保険課へご確認願います。 

○問い合わせ先 全国健康保険協会 青森支部（☎０１７－７２１－２７２３） 

 



からだ すっきり！さっぱり！健康運動教室のお知らせ 

○日時・場所：７月  ４日(木)、8日(月)、11日(木)、29日(月) → 鶴 遊 館 

           １８日(木)、22日(月) → B&G プール           

○時  間：鶴 遊 館 → １０：００～１１：００ 

        B&G プール → １４：００～１５：００ 

＊申し込みは不要です。        ＊場所・時間のお間違いにご注意ください。 

＊運動できる服装でおいでください。  ＊お茶、お水、タオルなどをお持ちください。 

町食生活改善推進員（みつば会）による調理実習のお知らせ♪ 

男性のための料理教室（初級編） 

○日 時：7月 9日（火） ９：３０～１２：３０ ○場 所：鶴遊館 調理室 

○対 象：どなたでも参加できます    

○持ち物：エプロン、手ふきタオル、三角巾（バンダナ）       

○参加費：200円（当日徴収します） 

○申 込：7月 5日（金） 

 

 

知っていますか？乳児ボツリヌス症のこと 
～ハチミツを与えるのは１歳を過ぎてから～ 

乳児ボツリヌス症は１歳未満の赤ちゃんに特有の疾患です。赤ちゃんは腸内環境が整っていないため、口から摂取さ

れたボツリヌス菌が腸内で増えて毒素を出すことにより発症します。便秘、哺乳力の低下、元気の消失、泣き声の変化、

首のすわりが悪くなるといった症状を引き起こすことがあります。 

ほとんどの場合、適切な治療により治癒しますが、まれに亡くなることがあります。 

■乳児ボツリヌス症予防のために ～赤ちゃんのお母さん・お父さんやお世話をする方へ～ 
１．１歳未満の赤ちゃんがハチミツを食べることによって乳児ボツリヌス症にかかることがあります。 

２．ハチミツは１歳未満の赤ちゃんにリスクが高い食品です。 

３．ボツリヌス菌は熱に強いので、通常の加熱や調理では死にません。１歳未満の赤ちゃんにハチミツ 

やハチミツ入りの飲料・お菓子などの食品は与えないようにしましょう。 

 

              

 

健康保険課 健康長寿班 

連絡先（内線 131～136）

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

令和元年 

町の保健だより 

〈メニュー〉 

 ・サバ缶カレー ・オニオンスープ 

 ・たたきキュウリの昆布風味 

集団婦人健診が始まります（６/３０～７/２、７/１７～７/２０の計７日間） 

６月３０日（日）から『子宮頸がん・卵巣がん検診』および『乳がん検診』が始まります。 
今年度対象で、まだ申し込んでいない方、申し込みを忘れていた方は、今からでも間に合います。 

また、申込書に「受けない」と記入して提出された方も変更可能です。ぜひご連絡ください。 

 

「傾聴サロン」のお知らせ♪～コーヒーやお茶を飲みながらゆったり一休みしませんか～ 

誰かに話を聴いてもらいたいとき、また誰かと話をしてすっきりしたいときなどありませんか？ 

鶴田町傾聴ボランティア養成講座修了生による「つるりんの会」が、あなたのお話をじっくりと聴きます。 

お話した内容の秘密は厳守します。安心してお越しください。 

○日時：7 月 1 日（月） １３：００～１５：００ 

○場所：鶴遊館 栄養指導室 


